
岐阜県が誇るスポーツ施設活用促進事業費補助金
制度のご案内

１.支給額

合宿にかかる宿泊費等に対して

最大５０万円の補助
※県民等との交流事業実施で加算制度あり

２.要望調査票提出期限

令和8年３月１９日

３.対象者

岐阜県内のスポーツ施設で令和８年度に合宿予定ですか？質問１

YES NO

「表２」の大会に向けて代表チームを編成する
団体ですか？

質問２

YES NO

その合宿は延べ５０泊以上で次の
どちらかに該当しますか？

①令和５～７年度に開催された「表１」に掲げる大会で３位以上の
入賞実績を２回以上持つチーム

②直近の「表２」に掲げる大会に出場した選手又は次回大会に
出場する選手が所属するチーム

質問３

YES NO

補助金の対象です 補助金の対象外です

全日本選手権大会
（オリンピック・パラリンピック・デフリンピック競技大会種目に限る。）

国民スポーツ大会
ジャパンパラ競技大会
全国障害者スポーツ大会
全日本社会人選手権大会
全日本実業団選手権大会
全日本学生選手権大会
全国高等学校総合体育大会
全国高等学校選抜等大会
その他国内主要駅伝大会等
（詳細は補助金交付要綱をご確認ください）

オリンピック競技大会

パラリンピック競技大会

デフリンピック競技大会

世界選手権大会

世界パラ選手権大会

世界デフ選手権大会

表１ 表２

支給額一覧
チームの区分 入賞実績 補助上限基準額 交流事業加算額

ア
高校生・大学生・実業団等のチーム又は

当該チームの所属する競技団体

１位 ５０万円 ２０万円

イ ２位 ３０万円 ２０万円

ウ ３位 ２０万円 ２０万円

エ 海外の代表チームを編成する競技団体 ― 別途協議の上決定

オ 日本の代表チームを編成する競技団体 ― ５０万円 ４０万円

カ 特に知事が認めたチーム又は競技団体 別途協議の上決定

以下の条件に当てはまるときは、補助金の対象となります。

「補助上限基準額」に記載の金額を上限に補助金が交付されます。
ただし、県内学校でのスポーツ体験教室開催など、県民との交流事業を実施されたチームには、
「補助上限基準額」＋「交流事業加算額」の総額を上限として補助金が交付されます（補助金を利
用するチームが多い場合、必ずしも上限額満額の交付とならない場合があります）。

お問合せ先 岐阜県地域スポーツ課スポーツ交流係（TEL058-272-8799）



 

岐阜県が誇るスポーツ施設活用促進事業費補助金交付要綱 

 

（総則） 
第１条 県は、国内外トップアスリートの利用促進により、県内スポーツ施設のブランド価値

向上及び県民等との交流拡大を通じたスポーツによる地域活性化を図るため、スポーツチー

ム又は当該チームの所属する競技団体（以下「補助事業者」という。）が行う県内での合宿

に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し

ては、岐阜県補助金等交付規則（昭和 57 年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに    

よる。  

（１） 県内スポーツ施設 スポーツ利用を目的に一般に貸し出しを行っている県内に 

所在する施設をいう。ただし、補助事業者が所有する施設は除く。  

（２） 合宿 スポーツに係る技術強化又は基礎体力の向上を目的に行う活動であって、 

県内の宿泊施設への宿泊を伴うものをいう。  

（３） 競技団体 スポーツの競技力又は基礎体力の向上に向けて日頃から練習又は試合等 

を継続的に行う団体をいう。  

（４） スポーツ交流事業（以下「交流事業」という。） 地方自治体又は民間企業等と連

携し、補助事業者又は補助事業者に所属する選手が県民との対話・体験・共同作業等を

通じてスポーツ啓発を図る事業をいう。 

 

（補助事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内スポーツ施設

で実施する合宿のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１） 延べ５０泊以上する合宿で、次のいずれかに該当するもの 

ア 合宿の初日の属する年度の前年度から過去３年度以内に開催された別表１に掲げる

大会で２回以上１位から３位の入賞実績を持つ選手が所属する補助事業者（当該入賞

時に当該選手が所属していた補助事業者に限る。）が実施するもの。 

イ 直近の別表２に掲げる大会に出場した選手又は次回の当該大会に出場する選手が所 

属する補助事業者が実施するもの 

（２） 別表２に掲げる大会のため、海外又は国内の代表チームを編成する補助事業者が実

施するもの 

（３） その他特に知事が認めたもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象と

しない。 

  （１） 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの 

  （２） 営利を目的とするもの 

  （３） その目的が公序良俗に反するもの 

  （４） 県又は県から補助金等の交付を受けている団体から助成を受けて行うもの 

  （５） その他財政的支援が不適当と認められるもの 

３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第１項に規定する

（案） 



 
合宿に係る宿泊費（監督、コーチ、選手並びに選手の練習及び健康管理に携わる者に係るも

のに限る。）及び県内スポーツ施設の施設利用料とする。 

 

（欠格事由） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。） 

（２） 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を

統括する権限を代行しうる地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、法人

以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責

任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は

運営に実質的に関与している法人その他の団体（以下この条において「法人等」と

いう。） 

（３） 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法

人等 

（４） 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又はその属

する法人若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴

力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）を利用して

いる法人等 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 

（６） 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有している法人等 

（７） 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者で

あることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結

し、これを利用している法人等 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除

した額とを比較して小さい方の額（千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）（別

表３に掲げる補助事業者、入賞実績の区分に応じ、それぞれ補助上限基準額の欄に掲げる額

を上限とする。ただし、合宿の初日の属する年度内に県民等との交流事業を実施した補助事

業者は、別表３に掲げる補助事業者、入賞実績の区分に応じ、それぞれ交流事業加算額の欄

に掲げる額について補助上限基準額に加算した額を上限とする。）とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金交付申請書は、別記第１号様式のとおりとする。 

 ２ 補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければならない。 

 ３ 補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める。 

 

（補助金の交付の条件） 

第７条  補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、次に掲げるとおりとする。 



 
 （１） 補助事業の内容の変更（補助対象経費の 20 パーセントを超える増減が生じない軽

微な変更を除く。）をする場合においては、知事の承認を受けること。 

 （２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

 （３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、補助事業の遂行が困難となった場合や

県民等との交流事業への協力が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し

てその指示を受けること。 

 （４） その他知事が必要と認める事項 

２ 前項第１号又は第２号の知事の承認を受けようとする場合の申請書の様式は、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

   （１）前項第１号及び第２号の承認 事業内容変更申請書（別記第２号様式） 

   （２）前項第３号の承認 事業中止（廃止）申請書（別記第３号様式） 

 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項の知事の定める期日は、補助金の交付の決定の日から 15 日を経過

する日とする。 

 

（実績報告） 

第９条 実績報告書の様式は、別記第４号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、別記第４号様式において定める書類を添付しなければならない。 

３ 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日（廃止の承認を受けた場合は、当該承認を

受けた日。以下同じ。）から 30 日を経過する日又は補助事業の完了の日が属する年度の３

月 31 日のいずれか早い日までとする。 

 

（履行確認） 

第 10 条 知事は、第９条各号に定める実績報告により履行の確認を行う。 

 

（補助事業の広報等） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業で利用した県内のスポーツ施設及び補助事業の成果につい

て、補助事業者又は補助事業者に所属する選手等が公式に管理し、又は運営する一般に閲覧

可能なホームページ、ＳＮＳ、広報紙等により、合宿期間又は合宿終了後に２回以上広報す

るものとする。 

 

（補助金の交付時期等） 

第 12 条 この補助金は、規則第 14 条の規定による補助金の額の確定後において交付する。 

２ 補助事業者は、別に知事が指定するところにより、別記第５号様式による補助金交付請求 

 書を提出しなければならない。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第 13 条 規則第 22 条の知事の定める期間は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度以

後５年間とする。 

 

（暴力団の排除） 

第 14 条 規則第４条の申請があった場合において、申請者が第４条の規定に該当するときは、

知事は、その者に対して、補助金を交付しないものとする。 



 
２ 知事が規則第５条の規定による交付決定をした後において、交付決定を受けた者が第４条

の規定に該当することが明らかになったときは、規則第 17 条第１項の規定により補助金の

交付決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第 18 条の規定により補

助金の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 
別表１（第３条関係） 

全日本選手権大会 

（オリンピック・パラリンピック・デフリンピック競技大会種目に限る。） 

国民スポーツ大会 

ジャパンパラ競技大会 

全国障害者スポーツ大会 

全日本社会人選手権大会 

全日本実業団選手権大会 

全日本実業団対抗駅伝競走大会 

全日本学生選手権大会 

全日本大学駅伝対校選手権大会 

東京箱根間往復大学駅伝競走 

出雲全日本大学選抜駅伝競走 

全日本大学女子駅伝対校選手権大会 

全日本大学女子選抜駅伝競走 

全国高等学校総合体育大会 

全国高等学校選抜等大会 

全国高等学校駅伝競走大会 

その他知事が認める大会等 

 

別表２（第３条関係） 

オリンピック競技大会 

パラリンピック競技大会 

デフリンピック競技大会 

世界選手権大会 

世界パラ選手権大会 

世界デフ選手権大会 

※ 年齢などの制限を設けている大会を除く。



別表３（第３条関係） 

 補助事業者の区分 
入賞実績 

（※１） 

補助上限基準額

（※２） 

交流事業加算額 

ア 

高校生・大学生・実業団等のチーム又は当該チームの 

所属する競技団体 

１位 ５０万円 ２０万円 

イ ２位 ３０万円 ２０万円 

ウ ３位 ２０万円 ２０万円 

エ 海外の代表チーム（※３）を編成する競技団体 ― 別途協議の上決定 

オ 日本の代表チーム（※３）を編成する競技団体 ― ５０万円 ４０万円 

カ 特に知事が認めたチーム又は競技団体 別途協議の上決定 

※１ 第３条第１項第１号アに掲げる補助事業に係る補助上限基準額は、２以上の入賞実績のうち、より低い補助上限基準額となる入賞実

績に応じた額とする。 

※２ 第３条第１項第１号イに掲げる補助事業に係る補助上限基準額は、補助事業者の区分に応じ、それぞれ入賞実績１位の補助上限基準

額の欄に掲げる額とする。 

※３ 「代表チーム」とは、国及びそれに準ずる地域の代表として、別表２に掲げる大会のために編成されたチーム（年齢などの制限を設 
けているものを除く。）をいう。 
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